
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
七

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
一
部
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
五
七

解
除

○
換
地
計
画
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
七

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
八

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
九

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
九

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
〇

人
事
委
員
会

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
、
小
中
学
校

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
六
一

事
務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
七
十
二
回
（
平
成
二
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
六
七

つ
い
て

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
等
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に
つ

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
七
三

い
て

教
育
委
員
会

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
施
術
機
関
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
　
　
　
　
称
　

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地
　

指
　
定
　
年
　
月
　
日

小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
ケ
ア
ハ
ウ

甲
府
市
小
瀬
町
八
百
四
十
番
地
　
小
瀬
平
成
十
九
年
五
月
十
五
日

ス
整
骨
院
　
　
　
　
　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
公
園
内

南
部
整
骨
院

南
巨
摩
郡
南
部
町
南
部
九
千
五
百
四
番
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十

地
二

七
日

た
な
か
鍼
灸
接
骨
院

甲
斐
市
長
塚
六
百
六
十
六
番
地
一

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十

日

二
丁
目
整
骨
院

大
月
市
大
月
二
丁
目
十
三
番
十
五
号

平
成
二
十
年
一
月
二
十
八

日

し
ら
ね
接
骨
院

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
千
七
百
一
番
地
平
成
二
十
年
二
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

年
山
梨
県
告
示
第
二
百
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
一

部
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水
質
保
全
課
及
び
富
士
・
東

部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
三
〇
〇
番
地
一
一
九
の
一
部
、
三
〇
〇
番
地
一
二

〇
の
一
部
、
三
〇
〇
番
地
一
二
一
の
一
部
及
び
三
〇
〇
番
地
一
二
二
の
一
部

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
名
称
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
五
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

六
月
二
十
六
日

第
千
八
百
六
十
五
号

木　曜　日



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
三
珠
豊
富
地
区
椚
田
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

中
央
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
八
月
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
昇
仙
峡
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
山
宮
町
字
子
ノ
神
八
五
七
番
の
一
地
先
か

旧

六
・
〇
〜

一
三
一
七
・
〇

ら

二
二
・
八

甲
府
市
平
瀬
町
宇
佃
一
四
番
の
一
地
先
ま
で

新

七
・
二
〜

一
三
一
七
・
〇

四
七
・
四

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
石
和
温
泉
停
車
場
松
本
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
中
直
シ
七
二
番
の
一
地
先

旧

四
・
八
〜

一
七
三
・
〇

か
ら

一
四
・
〇

笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
村
前
九
六
番
の
一
地
先
ま

で

新

一
〇
・
六
〜

一
七
三
・
〇

一
五
・
四

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
五
八



都
留
市
井
倉
字
沢
戸
七
五
九
番
の
二
四
地
先
か
ら

旧

六
・
二
〜

七
八
・
〇

都
留
市
井
倉
字
沢
戸
八
二
〇
番
の
五
地
先
ま
で

八
・
〇

新

七
・
二
〜

七
八
・
〇

一
六
・
一

山
梨
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

藤
垈
石
和
線

笛
吹
市
八
代
町
北
字
大
森
三
七
五
九

九
七
・
八
平
成
二
十
年

番
の
一
地
先
か
ら

六
月
二
十
六

笛
吹
市
八
代
町
北
字
大
森
三
七
五
五

日

番
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
茅
ヶ
岳
歴
史
文
化
研
究
所

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
新
藤
武
義

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
北
杜
市
明
野
町
上
手
八
千
三
百
十
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
山
梨
県
内
に
在
住
す
る
人
々
に
対
し
て
、
文
化
財
に
関
す
る
情
報
と
役
務

を
提
供
し
、
地
域
史
に
関
す
る
知
識
、
理
解
の
深
化
、
文
化
財
保
護
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
茅
ヶ

岳
山
麓
お
よ
び
周
辺
地
域
の
文
化
財
と
歴
史
環
境
を
保
全
、
活
用
す
る
こ
と
を
も
っ
て
公
益
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
八
月
十
五
日
ま
で

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
税
務
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
機
器
等
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
税
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
五
月
九
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五
　
落
札
金
額

月
　
額
　
五
百
六
十
八
万
五
千
八
百
六
十
八
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
　

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
五
九



で
あ
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
業
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
税
務
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
機
器
更
改
に
伴
う
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
総
務
部
税
務
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
　
東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

一
億
千
二
百
四
十
七
万
六
千
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
年
十
月
十
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
八
番
五
号
　
県
民
情
報
プ
ラ
ザ

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
、
居
住
地
及
び
国
籍
を
問
わ
な
い
。

四
　
試
験
科
目

次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行
う
。

１
　
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。）

２
　
岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生

ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す

る
技
術
的
な
事
項

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

写
真
（
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
、
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
像
の
も
の
で
、

縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を

記
載
し
た
も
の
）

一
枚

２
　
受
験
手
数
料

八
千
円
（
受
験
願
書
に
八
千
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は

し
な
い
こ
と
。）

受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

六
　
受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
九
日
（
金
）
か
ら
同
年
十
月
三
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る

条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
月
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

七
　
受
験
願
書
の
提
出
先

受
験
願
書
は
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
提
出
す

る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

山
梨
県
庁
東
側
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
掲
示
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る
と
と
も

に
、
合
格
者
に
は
合
格
証
を
交
付
す
る
。

九
　
そ
の
他

１
　
試
験
当
日
持
参
す
る
も
の

（一）

受
験
票

（二）

筆
記
用
具

２
　
疑
問
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
六

四
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
六
〇



一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
極
楽
寺
字
当
時
屋
一
〇
〇
〇
の
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
小
瀬
町
百
二
番
地
一
―
三
〇
三
　
松
村
亨

人
事
委
員
会

'

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事
務

職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事
務
職

員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
六
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
六
二



三
六
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日

三
六
四



三
六
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
六
十
五
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日


